
妊産婦等を取り巻く社会環境の整備について  

1．第2回「健やか親子21」推進検討会における意見（概要）  

2．バッジの取組の普及についての「健やか親子21」中間評価研究会での議論まとめ  

1）主な論点   

（1）「妊産婦にやさしい環境づくり」の普及啓発においてバッジは有効か   

（2）普及啓発等には新たなバッジが必要か   

（3）誰がデザインを作るか   

（4）バッジは妊婦全員が持つべきか   

（5）バッジの使用・着用は強制か   

（6）その他  

2）議論の概要  

（1）「妊産婦にやさしい環境づくり」の普及啓発において／くッジは有効か  

○ ①妊産婦への配慮に関する一般的な普及啓発、②妊産婦においては交通機関等での座  

席の確保、受動喫煙の防止2つの面で一定の効力を持つと考えられる。  

（2）普及啓発には新たなバッジが必要か   

○ 現時点で、バッジの取組を行っている自治体等は少数であり、今後、全国的な展  

開を図る必要がある。  
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○ ただし、既存のバッジについては、その実施主体ごとに様々なデザインを用いて   

いることから、これまでの取組を尊重しつつも，今後はある程度の共通性をもった   

デザインが必要である。  

（3）誰がデザインを作るか   

○ ある程度の共通性を持ち、しかも全国的に展開していくためには、国等の関与が有効  

と考えられる。従って、バッジのデザインは「健やか親子21」推進検討会において公募・  

決定することとしてはどうか。  

（4）バッジは妊婦全員が持つべきか   

○ 希望する妊婦が持てればよい。  

（5）バッジの使用・着用は強制か  

○／くッジの使用・着用は妊婦自身の選択による。  

（6）その他   

○ 有償とするか無償とするか、どのような方法で配布するかは、自治体等によって  

多様な方法があると考えられる。  

3）結論   

上記の議論を踏まえ、「健やか親子21」中間評価研究会の結論として、以下のとおりとりま  

とめた。  

O「健やか親子21J推進検討会としてデザインを公募、決定。  

○ デザインについて、以下により普及啓発。  

・関係省庁等を通じて交通機関、飲食店等に情報提供を実施。  

・厚生労働省ホームページ等で国民にPR。  

・各自治体、関係団体等に対して情報提供を実施。  〔  

○デザインは厚生労働省ホームページ等に掲載し、自由に任用。  
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